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「手話」とは、文字どおり、手を使って話す「手のことば」です。聴
ちょうかく

覚

障
しょうがいしゃ

害者は耳が聞こえなかったり、声を出して話すことが難
むずか

しかったりす

るので、何かを伝えるときは目で見てわかる方法を使う必要があります。

手話は、手の形や動きによってさまざまな意味を表すことができる、聴覚

障害者にとって大切なコミュニケーション方法の一つであり、日本語と同

じ「言語」なのです。

でも、ただ手を動かして、意味だけを伝えているのではありません。

みなさんが会話をするとき、声の調子を変えるのと同じように、手話も、

手だけでなく顔の表
ひょうじょう

情やしぐさなどをじょうずに使って、気持ちを豊
ゆた

か

に表
ひょうげん

現することができます。これは、声によることばとは違う、手話の

すてきな特
とくちょう

徴です。

このブックレットには、初めての人にも使える単語から、身近な会話文

まで、いろいろな手話を紹介しています。聴覚障害者の方が安心して東京

を訪れることができるよう、おもてなしの手話を学んでみませんか？



〇東京都では、手話は「手のことば」（言語）であるという考えに基づき、
手話を必要とする聴覚障害者などの方々の権

けん

利
り

が尊重され、安心して生
活することができる共生社会の実現をめざし、「東京都手話言語条例」
をつくり、令和４年９月１日に施

し

行
こう

しました。

〇東京都は、手話や手話に対する理
り

解
かい

を広げること、手話を使いやすい環
かん

境
きょう

づくり、手話を使った情
じょうほう

報の発信をします。

〇都民のみなさんは、共生社会の実
じつげん

現に向けて、ぜひ、手話や手話を必要
とする聴覚障害者などの方々への理解を深めてください。

東京都手話言語条例
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東京都では、手話や聴覚障害を身近に感じてもらい、理解
を深めてもらうことを目的に、リーフレット「話そう！手のこ
とば～はじめての手話～」も作成しています。本ブックレッ
トと併せて東京都のホームページに掲載しています。




